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№6 平成３１年１月 

阿佐ヶ谷駅北東地区 

まちづくりだより 
日頃から、区のまちづくりにご理解、ご協力をいただき、ありがとうございます。 

平成２９年 11 月から開催した、阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり意見交換会では、「（仮称）阿佐ヶ谷駅北東

地区まちづくり計画」（以下、「まちづくり計画」という。）の策定に当たり、北東地区内の皆さまなどからご意

見を伺うことを目的に、安全・安心、みどり、にぎわいなどのテーマについて、地区計画の活用によるまちづ

くりの提案なども交えながら意見交換を行ってまいりました。 

また、昨年１２月には、1 年間の意見交換会のまとめとして、第８回まちづくり意見交換会及びまちづくり

オープンハウスを開催し、「まちづくり計画(中間のまとめ）」などの説明を行い、ご意見を伺いました。 

この、「まちづくり計画(中間のまとめ）」については、第 8 回意見交換会等でのご意見などを踏まえ、     

「（仮称）阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり計画（案）」として取りまとめ、今後、まちづくり報告会やオープン

ハウスの開催などを通じて、さらにご意見を伺ってまいります。 
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まちづくり計画（案）についてご報告します！ 

 まちづくり報告会 

平成３１年１月２８日（月） 

【開始】１９時００分(２０時３０分終了予定) 

<主な内容（予定）> 

まちづくり計画（案）の報告と意見交換 
 

オープンハウス 

平成３１年１月３１日（木） 

【開催時間】１７時３０分 ～ ２０時３０分 
※オープンハウスでは、まちづくり報告会でご説明した資料などを展示し、来場された皆さまに 

区の職員等が直接説明を行い、ご意見・ご質問等を伺います。 

開催時間中、ご都合のよい時間にお越しください。 
 

会 場：阿佐谷地域区民センター３階 第４集会室 
    ※両日とも同じ会場で開催しますが、開催時間が異なりますので、ご注意ください。 
 

対 象：まちづくり計画対象地区内の皆様（右上の図をご覧下さい） 
（お住まいの方、営業されている方、土地・建物の権利をお持ちの方） 

◇お車でのご来場はご遠慮ください。 

◇お子様をお預かりする体制がございませんので、あらかじめご了承ください。 

◇1/28 のまちづくり報告会は席に限りがあるため、満席の場合、立見となる場合がございます  

ので、あらかじめご了承ください。 

N 

凡 例 対象地区 

まちづくり計画対象地区 

意見募集について 

まちづくり報告会等の開催に合わせて、まちづくり計画（案）に関する意見募集を行います。 

意見募集の詳細については、3ページ以降をご覧ください。 

ご意見記入欄（詳細は３ページをご覧ください） 
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 道路境界線 
これまでの取組（意見交換会の資料やまちづくりだより）は、杉並区公式 

ホームページでご覧になれます。 
 

検索方法（アドレス www.city.suginami.tokyo.jp） 

トップページ→くらしのガイド→まちづくり→まちづくり→阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり 

ＱＲコードはこちら 

杉並区 都市整備部 市街地整備課 地区計画係 

〒１６６－８５７０ 杉並区阿佐谷南１－１５－１ 

電話 03－3312－2111（内線３３７３） 

このまちづくりだよりの内容

に関する、ご意見・ご質問等は 

こちらまでご連絡ください。 

ご意見をお寄せください 

（仮称）阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり計画（案）について 
 

■お住まい（対象地区については、右図を参照ください。） 

以下の該当する項目（対象地区の内・外。地区外の場合には

杉並区内・杉並区外）に〇をつけてください。 
 

対象地区内：（※杉並区阿佐谷北一丁目【  】番） 

（※）の項目は公表いたしません。 
 

対象地区外：杉並区内 ・ 杉並区外 

 

■お名前 

〔                         〕 

 

■ご住所 

〔                         〕 

※お名前・ご住所については公表いたしません。 

【ご意見の提出方法】 

ご意見の提出に当たっては、本用紙をご利用いただくか、本用紙を参考に必要事項（お住まい、

お名前、ご住所）をご記入の上作成し、郵送・ファックス・持参により、以下の宛先まで、お寄せ

ください。また、区ホームページからもご意見を書き込めます。 

なお、いただいた主なご意見の概要とそれに対する区の考え方などは、区ホームページなどで

公表します。 
 

【募集期限】 

1 月２８日（月） ～ 2 月２８日（木）必着 
 

【宛先】 

杉並区都市整備部市街地整備課地区計画係 

 〒166-8570 杉並区阿佐谷南 1-15-1（区役所西棟３階９番窓口） 

 ファックス：03-3312-2907 

（タイトルを「阿佐ヶ谷北東地区に関する意見」としてください。） 

【ご意見をご記入ください】 
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N 

凡 例 ：対象地区 

まちづくり計画対象地区 

【対象地区】 

杉並区阿佐谷北一丁目３、４、５、６、７番地内 

（地区内で、営業されてる方、土地・建物の権利を

お持ちの方も含まれます） 

第８回意見交換会：平成３０年１２月１４日（金）／来場者１０名 

オープンハウス：平成３０年１２月１８日（火）／来場者１５名 

まちづくりルール（地区計画）のイメージ・意見交換会での主な説明内容等の要旨 

 目的 意見交換会での主な説明内容 

地区施設 
身近な公共空間（道路・緑地等）

の整備など 

〇みどりの保全と創出（けやき屋敷の保全する緑地） 

〇主要な道路の拡幅整備に合わせた、沿道敷地での歩道状空地の確保

を提案 

建 築 物 の 

緑 化 率 の 

最低限度 

できる限りみどりを保全。合わ

せて、新たなみどりを創出 

〇大規模敷地ゾーンについては、各街区（杉一小跡地や病院用地、  

学校用地）の特性に応じた緑化率の最低限度を提案 

壁面の位置

の制限など 

歩行空間やみどりの確保を踏

まえ、土地の有効利用に対応 

〇新進会商店街通り等における壁面の位置の制限については、段階的

な制限を提案（地上～４階程度、４階程度以上） 

〇壁面後退区域における門・塀、自動販売機等の工作物の設置制限 

建築物等の

高さの最高

限度 

統一感のある街並みを形成 

〇北東地区内の既存の建築物の高さ（２５m～３０m）を基本に考え

ることを提案 

〇基本的な高さを踏まえつつ、まちづくりへの貢献（みどりの保全・

創出等）などに応じた高さ制限の検討を提案 

建築物等の 

用途の制限 
地区にふさわしくない用途の

建築物の立地を防ぐ 

〇北東地区全域でふさわしくない用途の立地の制限の検討を提案 

〇検討に当たっては、現在営業している店舗の確認が必要 

〇上記の制限以外にも、容積率の最高限度、敷地面積の最低限度、建築物等の形態又は意匠の制限、垣又は

さくの構造の制限について、その目的や考え方の提案を行いました。 

昨年１２月に開催した第８回意見交換会及びまちづくりオープン 

ハウスでは、「阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり計画(中間のまとめ)」や

まちづくりルール（地区計画の活用）のイメージについて説明し、  

意見交換を行いました。説明を行った「まちづくり計画(中間のまと

め)」の概要については、別紙をご覧ください。 

また、まちづくりルール（地区計画の活用）のイメージについては、

活用を想定している街並み誘導型地区計画で決められるルールや目

的、意見交換会で提案した活用イメージについて説明を行いました。 

説明内容（要旨）を、下の表にまとめましたのでご覧ください。 

その後の意見交換では、「地区計画策定の手順」「杉一馬橋公園通り

等の道路整備」「地区計画による緑化率の考え方」などについて、   

ご意見を頂きました。 

第 8 回意見交換会の様子 

オープンハウスの様子 

第８回意見交換会・まちづくりオープンハウスを開催しました！ 

 

（仮称）阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり計画（案）は、1月 28日（月）から市街地整備課地区計画係

（区役所西棟 3階）、阿佐谷地域区民センター、区ホームページで、閲覧することができます。 



●まちづくり計画の位置付け ●まちづくり計画の構成イメージ

（仮称）阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり計画（中間のまとめ）概要

平成29年7月策定
阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針

※「まちのグランドデザイン」（「杉並区まち
づくり基本方針」の地域別方針を補完）

※都市計画手法に関する基本的
な考え方等を記載

荻
窪
地
域

阿
佐
谷
地
域

井
草
地
域

西
荻
地
域

高
円
寺
地
域

高
井
戸
地
域

方
南
・和
泉
地
域

地
域
別
方
針

杉並区まちづくり基本方針
（杉並区都市計画マスタープラン）

平成30年3月一部改定

分野別方針

（仮称）阿佐ヶ谷駅北東地区
まちづくり計画

テーマごとのまちづくりの方針（まちづくりの方針、取組の方向性）

土地利用 安全・安心 みどり・景観 にぎわい

杉並第一小
学校

具体的な取組

〇地区計画制度（杉並区決定）

・街並み誘導型地区計画の活用

〇用途地域変更（東京都決定）

・用途地域変更について東京都と協議

〇高度地区の変更（杉並区決定） 等

〇道路基盤整備等

・主要生活道路（杉一馬橋公園通り）の拡幅整備

（杉並区）

・土地区画整理事業（個人共同施行） 等

都市計画手法の活用 関連する制度・事業

土 地 利
用

の 方 針

総合病院

けやき屋敷

N

杉並第一
小学校

まちの将来像

阿佐ヶ谷駅北東地区の現状・課題や地域の動き

現状・課題

JR阿佐ヶ谷駅

○阿佐ヶ谷駅等周
辺まちづくり方針等
の位置付けを踏ま
え、杉並第一小学校、
けやき屋敷、総合病
院と駅周辺の商業
施設・商店街を含む
区域を基本として、
地区計画等の策定
を検討する。

まちづくりだより№６

別 紙

※関連する上位方針や計画、地域の現状や課題等
を踏まえ、まちづくりの目標や方針、それらを実現
する手法（地区計画等の都市計画の決定、関連
する制度や事業の活用）を位置づける。

まちづくり計画の検討区域

検討区域を示す

裏面参照

（仮称）阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり計画の概要

【まちづくりの目標】

災害に強い安全・安心なまち / にぎわいや利便性が高まり、来街者が集うまち / 歴史と文化が調和したみどり豊かなまち

防災性・安全性の向上と、駅前にふさわしい都市機能の強化、みどりや住環境と調和したまちづくり

〇地域住民等への適切な情報提供
〇個人共同施行者との連携
〇施設建設に当たっての地域住民等の意見聴取等

まちづくり計画の実現に向けて

〇東京都等の関連機関に対する事業への協力要請
〇関連するまちづくり施策等との連携、ハード・ソフト

両施策の連携

=北東地区の課題=
〇震災時に甚大な被害が想定
〇道路基盤の改善
〇貴重なみどりの保全・創出
〇更新時期を迎えた複数の大規模

建築物等
〇駅前にふさわしいにぎわいの創出

○東京都市計画都市計画区域

の整備、開発及び保全の方針

○杉並区基本構想

（１０年ビジョン）

まちづくり関連計画

・防災都市づくり推進計画

（東京都）

・道路整備方針

・杉並区景観計画 等

※阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針を反映するとともに、意見交換会等での意見などを踏まえた新たな視点を加える。

反映

■策定の目的

○阿佐ヶ谷駅北東地区については、総合病院と小学校の移転改築に伴う土地利用転換を契機として、教育環境の向上に加え

て、喫緊の課題である防災性・安全性の向上に資する道路基盤等の改善と、にぎわいなどの都市機能を強化し、あわせて

みどりや周辺の住環境とも調和したまちづくりを計画的に進めていきます。

○このため、「杉並区まちづくり基本方針（杉並区都市計画マスタープラン）」や「阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針」等の方針や

関連計画等に基づき、これまでの意見交換会等での地域住民等の意見を踏まえ、地区計画制度の活用を柱とする「（仮称）阿

佐ヶ谷駅北東地区まちづくり計画」を策定し、総合的・一体的なまちづくりに取り組む。

○具体的な手法としては、地区計画制度（街並み誘導型地区計画）等の活用と、関連する主要生活道路の拡幅整備や個人共

同施行による土地区画整理事業等を想定。

〇本計画については、事業の進捗状況等に応じて、適宜適切な見直しを行う。

昨年12月の第8回意見交換会などでご説明した「阿佐ヶ谷駅北東
地区まちづくり計画（中間のまとめ）」の概要をまとめたものです。



(まちづくりの方針） (取組の方向性）

●土地利用の見直し

杉並第一小学校跡地及び病院移転用地については、土地利用の見直し（用途地域変更や

容積率変更）を検討。

●街並み誘導型地区計画の活用

地区全域で「建築物の高さ制限」「壁面の位置の制限」「壁面後退区域の工作物の設置

制限」等、街区特性やまちづくりへの貢献等を考慮した建築物等のルールを策定。

【商店街ゾーン】（新進会商店街等）

▶快適な買い物環境の向上や店舗の連続性など魅力的な街並み形成

●街並み誘導型地区計画の活用

「建築物の高さの制限」「壁面の位置の制限」「壁面後退区域の工作物の設置制限」等

のルールを策定。なお、ルールの策定に当たっては、商店街の方にご意見を伺いながら、

適切な制限内容を検討。

【大規模敷地ゾーン等】

▶多様な都市機能の向上、みどりや周辺の住環境との調和

▶各街区の特性に応じた土地利用の誘導

▶みどりと融合した景観づくりの推進土地利用

▶周辺道路基盤の整備による防災性と歩行者等の安全性の向上（※）

●区の道路事業や個人共同施行の土地区画整理事業の施行

・杉一馬橋公園通り等の拡幅整備等により交通の円滑化など道路環境の課題解決を図る。

・３つの大規模敷地の沿道敷地における歩道状空地の整備や無電柱化の検討等を進める。

・道路基盤整備と敷地の整序による総合病院や小学校の移転改築の着実な実施。

●街並み誘導型地区計画の活用

新進会商店街通りについては、地区計画の適切な運用により、建築物の建替え時等に段階的

に歩行空間を確保。

●区の関連施策との連携

・杉一馬橋公園通り等の区道について、自転車通行空間の整備に努める。

・水害対策については、施設建設時の雨水浸透・貯留施設の設置の誘導 等

安全・安心
▶地域医療拠点の集約化・機能向上（※）

▶災害に対する地域の安全性の向上（※）

（※）阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針の再掲

●土地利用の見直し等

けやき屋敷の屋敷林については、用途地域変更（容積率変更を想定）や地区計画制度（地区

施設の設定や緑化率等）を活用し、将来にわたって可能な限り保全。

●都区の緑化制度の活用

・地区計画制度の活用とともに東京都や杉並区の緑化基準の運用により、可能な限り敷地や建

築物の緑化に努める。

・「東京における自然の保護と回復に関する条例」に基づく自然環境調査の実施等
●保全した屋敷林の維持管理等

けやき屋敷の屋敷林をできる限り保全するとともに、地域への開放や維持管理について、今
後、地権者・病院運営法人と協議・調整を行う。

●杉並区景観計画の運用
杉並区景観計画等の適切な運用により、みどりや歴史と調和した魅力的な景観づくりを進める。

みどり・景観

▶屋敷林のみどりの保全と周辺環境との調和（※）

▶新たなみどりの創出とネットワーク化（※）

（※）阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針の再掲

▶みどりや歴史と融合した景観づくり

テーマごとのまちづくりの方針（概要）

●土地利用の見直し（用途地域変更を想定）や地区計画制度の活用

・杉並第一小学校跡地について一体な街区として用途地域変更を検討するとともに、街並み誘

導型地区計画による建築物等のルールを定め、良好な街並み形成に資する施設建設を誘導。

・新進会商店街通り等については、街並み誘導型地区計画を活用した魅力的な街並み形成や歩

行者優先化等に取り組む。

●地域や関係機関等との連携

・小学校跡地活用について、民間のノウハウをより有効に活用した新たなにぎわいの拠点づく

りについて、今後、地域関係者等からのご意見を伺いながら、検討を行う。

・鉄道事業者等と連携し、高架下通路や高架下北側通りの環境改善を進める。

にぎわい

▶杉一小跡地等におけるにぎわいの拠点づくり（※）

▶商店街周辺の歩いて楽しいまちづくり（※）

（※）阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針の再掲

▶駅周辺にふさわしいにぎわい創出（※）

阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針については、杉並区公式ホームページでご覧になれます。 （アドレス www.city.suginami.tokyo.jp ） 【検索方法】 トップページ → くらしのガイド → まちづくり → まちづくり → 阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり


